
文書料・予約料の改定
当院では、運用体制の維持に伴うコスト上昇、さら
なる医療の質の向上を目的として、予約料（予約に
関する選定療養費）および各種診断書などの文書料
につきまして、2026年８月1日より改定すること
といたしました。皆様にはご負担をおかけいたしま
すが、何卒ご理解たまわりますようお願い申し上げ
ます。改定後の料金につきましては院内の掲示をご
確認ください。

クリニックの理念
てんかんのある方、発達が気になるお子さん、そしてそのご家族の方々に寄り添っ
た医療を提供いたします。
ひとりひとりの患者さんにゆっくりと時間をかけて診察を行い、それぞれの患者さ
んに寄り添いながら､それぞれの人生を伴走するような診療を行ってまいります｡
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